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改正民事訴訟法の一部施行の概要 

 

2023 年 4 月 13 日 

One Asia Lawyers 東京事務所 

弁護士 松宮浩典 

 

2022 年 5 月号で取り上げた「民事訴訟法等の一部を改正する法律案1」（令和 4 年法律

第 48 号。以下「改正法」といいます）は、2022 年 5 月 18 日に成立し、同月 25 日に公

布されました。 

本改正法は、公布後 4 年以内（令和 7 年度）までの間に段階的に施行される予定であ

り、今般一部施行されました。 

 

１ 概要 

 

本改正法における主な改正点2は、次の 5 点になります。 

 

① 住所、氏名等の秘匿制度の創設 

② ウェブ会議等を利用した弁論準備手続と和解期日に参加する仕組みの見直し 

③ ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み 

④ 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立

等 

⑤ オンライン提出、訴訟記録の電子化、法廷審理期間訴訟手続の創設等 

 

本ニューズレターでは、①住所、氏名等の秘匿制度の創設（本年 2 月 20 日施行）、②

ウェブ会議等を利用した弁論準備手続と和解期日に参加する仕組みの見直し（同年 3 月 1

日施行）について解説いたします。 

 

２ 住所、氏名等の秘匿制度の創設 

 

改正前の民事訴訟法では、訴状には、原告の住所・氏名等を記載する必要があり、ま

た、原則として誰でも訴訟記録の閲覧が可能であり、当事者に対して訴訟記録の閲覧を制

限することを認める規定はありませんでした。それゆえ性犯罪や DV の被害者が、加害者

に自己の住所等を知られることをおそれ、訴えの提起を躊躇するおそれがあることが指摘

されていました。 

 

1 法務省「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」新旧対照条文 

2 法務省「改正の概要」 

https://www.moj.go.jp/content/001386881.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001386866.pdf
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そこで改正法では、一定の要件にて当事者等の氏名・住所等を訴状等に記載しないこ

となどを可能とする秘匿決定の制度が創設されました（改正法第 133 条）。本制度の対

象となる情報及び要件については、下記のとおりです。 

 

対象となる情報 

（改正法第 133 条

1 項） 

申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等。 

 

⚫ 「申立て等をする者」 

（例）原告、被告、当事者参加人、補助参加人 

⚫ 「法定代理人」 

（例）親権者 

⚫ 「住所等」…住所、居所その他その通常所在する場所 

（例）職場 

⚫ 「氏名等」…氏名その他当該者を特定するに足りる事項 

（例）本籍 

要件 

（改正法第 133 条

1 項） 

住所等又は氏名等が当事者に知られることにより、申立人等が

社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。 

 

本制度を利用する場合、申立人等は秘匿決定の申立てを行い、秘匿すべき事項の内容

を記載した書面を届け出る必要があります（改正法第 133 条 2 項）。上記要件が認めら

れる場合に、裁判所より秘匿決定がなされ、以下の 3 つの事項が可能となります。 

① 秘匿決定において定めた住所又氏名の代替事項を記載すれば、真の住所又は氏名

の記載は不要（改正法第 133 条 5 項） 

② 他の当事者等による秘匿事項届出書面の閲覧等は制限される（改正法第 133 条の 2

第 1 項） 

③ 訴訟記録中の他の秘匿事項・推知事項の記載部分の閲覧等の制限申立て・決定が

可能（改正法第 133 条の 2 第 2 項） 

 

３ ウェブ会議等を利用した弁論準備手続と和解期日に参加する仕組みの見直し 

 

改正前の民事訴訟法では、民事訴訟の弁論準備手続についてウェブ会議や電話会議を

利用するためには、当事者が「遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」に

該当し、当事者のどちらか一方は裁判所に現実に出頭する必要がありました（改正前法第

170 条 3 項、民事訴訟規則第 96 条 1 項）。 

本改正により、弁論準備手続におけるウェブ会議等の利用について、遠隔地要件は廃

止され、「相当と認めるとき」との要件に改められました。また、当事者双方がウェブ会

議等を利用して出席することが可能とされました（改正法第 170 条 3 項）。同様に、和

解期日についても新たにウェブ会議等を利用して当事者が出席することが可能となりまし

た（改正法第 89 条 2 項）。 

今後、ウェブ会議による口頭弁論期日への参加（令和 6 年 5 月 25 日までに施行予定）、

人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立（令和
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7 年 5 月 25 日までに施行予定）、オンラインによる訴え提起や書面提出等を可能とする

制度（令和 8 年 5 月 25 日までに施行予定）の導入についても予定されており、民事訴訟

制度の全体的な IT 化が進められていく予定です。 

以上 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

弁護士 松宮浩典 

hironori.matsumiya@oneasia.legal 

 

 

松宮浩典 

弁護士法人 One Asia 東京オフィス パートナー弁護士 

外資系法律事務所において日本国内外の投資ファンドを代理し

て不動産を中心とするファイナンス業務に携わった後、日系の

法律事務所において企業間の紛争解決、Ｍ＆Ａをはじめとする

企業法務全般に携わる。 

現在は、日本国内及びアジア・クロスボーダーのＭ＆Ａ、オフ

ィスビル、倉庫、ホテル等の大型不動産の取得及び売却に係る

ファイナンス業務や企業間の紛争解決を主たる業務としつつ、

多数の企業の法律顧問又は社外監査役を務め、コーポレート・

ガバナンス関連業務も担うなど、企業関連の法律業務全般に精

通。 

 

◆ One Asia Lawyers  ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリ

ーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律

のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサー

ビスを提供しております。  

なお、本ニューズレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 

 

mailto:hironori.matsumiya@oneasia.legal

